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一
九
世
紀
初
頭
プ
ロ
イ
セ
ン
に
於
て
は
、
有
名
な
シ
ナ
タ
イ
ン
・
ハ
ル
デ
シ
ベ
ル
グ
の
「
農
民
解
放
」
の
諸
立

法
が
行
わ
れ
た
。
と
の
「
農
民
解
放
L

E

出

E
2
Z
P
E
E
M尚
之
は
、
直
接
的
に
は
、
グ

1
ツ
へ
ん
シ
ャ
フ
ト
内
部
白
農
民
の
「
小
農
」

化

E
意
園
し
た
も
D
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
白
結
呆
は
、
む
し
ろ
F
l
ツ
ヘ
ル
の
農
業
資
本
家
化
を
促
進
せ
し
め
、
ザ
ロ
イ
セ
ン
農
業

の
資
本
主
義
化
の
進
路
を
、
と
の
方
向
に
|
|
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
シ
ヤ
型
」
の
道
に
|
|
決
定
づ
け
た
。
と
白
グ

1
7
へ
ん
の
、
農
一

業
者
本
家
化
、
ユ
ン
カ

1
化
。
過
程
は
同
時
に
、
グ

1
ツ
へ
ル
的
農
民
か
ら
賃
銀
労
働
者
が
生
れ
る
過
程
で
あ
る
。
小
論
は
と
の
シ

ー
タ
イ
ン
・
ハ
ル
デ
シ
ベ
ル
グ
改
草
在
中
心
と
す
る
プ
ロ
イ
セ
シ
良
業
の
近
代
化
、
構
港
特
換
、
「
プ
ロ
シ
ヤ
却
」
賃
銀
労
働
者
創
出

を
見
る
た
品
白
手
が
か
り
と
し
て
、
「
解
放
」
の
門
容
、
方
式
を
検
討
し
、
そ
の
中
に
あ
る
賃
銀
銭
働
者
創
出
の
俊
件
針
指
摘
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
れ
ら
の
一
賃
銀
労
働
者
は
、
そ
白
政
治
動
向
が
、
一
八
四
八
年
白
コ
二
月
革
命
」
以
後
、
一
九

世
紀
後
牛
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
治
り
る
ユ
ン
カ

I
白
政
滑
支
配
に
封
し
て
大
き
な
意
味
を
持
ヲ
離
に
於
て
も
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
山
。

一
六
世
紀
以
来
、
京
ι
ル
ベ
の
奮
プ
ロ
イ
セ
ン
領
域
に
墾
立
し
て
来
た
グ

l
y
へ
ん
シ
ャ
フ
ト
除
、

プ
ロ
シ
ャ
農
業
型
車
に
つ
い
て
由
一
考
察

第
六
十
九
巻

一
五
七

事
三
・
四
腕

ア

レ
ヤ
農
業
費
革
に
つ
い
て
の
一
考
察

ロ

|
|
「
解
放
」
の
方
式
と
賃
銀
努
働
者
の
創
出

1
1山l

口

和

問

題

の

提

起

周
知
の
』
う
に
、

と
こ
ろ
で
、

王
J、

男

、

一
八
世
紀
後
半



モ
白
古
典
的
構
成
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
叫
副
主
義
白
「
富
国
強
兵
」
政
策
。
一
部
と
し
て

D
農
民
保
護
政
策

に
よ
り
、
又
西
欧
に
荘
け
る
資
本
主
義
の
登
達
と
、
そ
の
穀
物
需
要
白
増
大
に
臆
え
る
、
農
業
経
営
者
と
し
て
グ

l
ツ
へ
ル
白
経
皆

様
式
近
代
化
白
努
力
に
よ
っ
て
漸
次
崩
さ
れ
て
い
っ
た
。
己
む
よ
う
な
グ
l
ツ
へ
ん
シ
ャ
フ
ト
の
鑓
居
間
・
経
営
様
式
の
愛
草
は
、
「
改

草
」
以
後
全
般
的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
プ
日
イ
セ
ン
農
業
の
賛
本
主
義
化
の
準
備
過
程
と
考
え
ら
れ

ro

以
後
、
徐
々
に
愛
質
し
、

J 

CE
同
E
阿
国
伊
豆
司
会
よ
ぴ
吋
E
〈
-
。
。
『
は
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
θ
労
働
制
度
の
中
に
賃
銀
労
働
者
が
問
現
す
る
白
は
、
「
改
革
L

以

後
で
あ
う
て
、
「
改
革
」
以
前
に
は
、
農
民
層
国
吉
2
E
Fロ
品
は
、
一
個
同
一
の
階
級
で
あ
り
、
グ
1
ツ
ヘ
ル
的
農
民
白
内
部
に
、

賦
役
農
民

L
M
O
E
G
E口
宮
町
四
倍
周
囲
言
。
同
と
農
場
日
傭
賃
銀
労
働
者
。
同
Z
E刊の一年}ロ
2
と
の
分
化
は
見
ら
れ
在
い
と
じ
て
い
る
。
も
つ

'
と
も
個
々
の
日
傭
賃
銀
叫
労
働
者
自
存
在
は
否
定
し
て
い
左
い
が
、
そ
れ
ら
は
極
め
て
少
く
、
只
労
働
に
劃
す
る
報
酬
円
。

r
E認
の

形
態
に
岳
い
て
賦
役
良
民
と
具
る
の
み
で
あ
ヨ
て
、
何
等
特
殊
反
社
曾
的
階
級
を
構
成
せ
守
、
従
っ
て
グ

1
7
粧
管
の
勢
働
力
は
主

と
し
て
車
一
な
階
級
苫
し
て
の
農
民
居
心
賦
役
労
働
に
よ
ワ
て
供
給
せ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
八
世
紀
後
牛
以

後
、
三
困
制
粧
営
D
J廃
棄
、
改
良
=
一
圃
制
経
営
の
採
用
、
ク
ロ

l
バ
栽
培
白
開
始
、
牧
苔
粧
管
白
集
約
化
な
ど
、
一
連
の
技
桁
的
左

農
業
革
命
が
行
わ
れ
、
賦
役
労
働
を
必
要
な
ら
し
め
る
技
術
的
保
件
は
漸
弐
泊
減
す
る
傾
向
を
も
ち
、
そ
れ
に
相
臆
じ
て
近
代
的
な

努
働
制
度
l

|
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
デ
f
凶
器
巳

2
冒
を
中
心
と
す
る
賃
銀
労
働
制
皮
ー
ー
が
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
O
F
O
同行

田
市
百
ほ
資
料
に
も
と
，
つ
い
て
「
改
革
」
前
に
も
、
賃
銀
労
働
者
貯
は
存
在
し
、
そ
白
敷
に
沿
い
て
も
、
本
来
む
賦
役
農
民
を
は
る

か
に
凌
鴛
し
て
い
る
事
資
を
指
摘
し
て
、
ク
ナ
ッ
プ
J

や
ゴ
ル
ツ
白
見
解
を
否
定
し
て
い
る
。
」
九
世
紀
初
頭
D
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
蟹

-
哨

革
は
、
本
来
フ
ラ
ン
ス
草
命
白
相
綾
人
ナ
ポ
レ
オ
ン

D
座
力
に
よ
っ
て
、
外
的
な
衝
撃
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
白
で
は
あ
っ
た
が
、

か
か
る
客
間
的
な
保
件
を
受
容
す
べ
き
、
主
眼
的
保
件
は
、
そ
れ
以
前
に
整
備
苫
れ
で
h
d

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
む
意
味
に
ゐ
い
て
、

必，

プ
ロ
シ
ャ
農
業
艶
草
に
つ
い
て
の
一
考
察

第
六
十
丸
巻

'li 
J又

第
一
一
了
凹
披

'li 

ブL



ア
ロ

ν
ャ
農
業
慶
軍
に
ワ
い
て

U

一
考
察

静
六
十
九
巻

一
五
九

信
コ
了
四
披

J、
Q 

農
民
解
放
白
前
提
的
諮
保
件
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
門
。

し
た
が
ヨ
て
労
働
制
度

k
r
z
E
S
F盟
E同
白
近
代
化
|
i
i
賃
銀
労
働
者
階
級
の
創
出

i
lの
始
臨
も
、
殿
密
に
は
、
「
解
放
」

以
前
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
「
解
放
」

D
過
程
そ
の
も
の
は
、
農
民
の
一
部
分
を
猫
立
自
営
な
ら
し
め
て
分
離
さ
せ

な
が
ら
、
農
民
b
L

土
地
か
ら
分
離
さ
せ
、
又
は
保
有
地
D

一
部
分
を
史
失
せ
し
め
る
ζ

止
に
よ
ワ
て
不
安
定
に
さ
せ
て
、
彼
等
の
賃

銀
労
働
者
化
の
前
提
を
つ
く
り
、
す
で
に
グ
1
ツ
粧
品
目
の
中
に
現
れ
て
い
た
賃
銀
労
働
者
と
共
に
、
彼
等
を
強
力

ι把
握
し
、

ユ

ン

カ
1
経
営
白
基
礎
と
し
て
固
定
し
て
行
く
過
程
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
と
で
は
、
愛
草
の
全
貌
在
う
か
が
う
た
め
の
手
が
か

h
と
し
て
一
八

O
台
年
よ
り
一
八
一
一
一
年
ま
で
の
農
民
解
放
白
諸
立
法
の
内
容
そ
検
討
し
9

0
、
賃
銀
労
働
者
創
出
白
保
件
が
指
摘

さ
れ
、
叉
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
態
と
特
殊
牲
を
持
っ
て
い
た
か
が
考
察
さ
れ
る
。

山
川
た
と
え
ば
Z

ン
ゲ
ル
ス
は
、
こ
れ
ら
の
束
エ
ル
ペ
白
農
村
勢
働
者
が
、
ユ
ン
カ

1
文
間
開
覆
白
た
め
に
‘
獲
得
さ
る
べ
き
政
神
的
再
晶
で
あ
る
と

の
べ
て
い
る
。
「
ア
ラ

γ
久

k
ド
イ
ツ
の
農
民
問
題
」
マ
ル
ク
ろ
・
エ
ン
グ
ル
ス
選
集
一
七
巻
下
回
五
回
頁

山
川
〆

1
ツ
へ
ル
シ
ャ
ア
ト
の
構
造
に
つ
い
て
は
グ
ナ
ザ
プ
の
古
典
的
勢
作
(
白
岡
田
同

E
E
-
巴
話
国
民
自
軍
司
自
晶

E
色

白

骨

司

右

目

品

旨

E
Z
E
E
t
l
2
包

R
H
H
叶

E
H百

F
E
B
2
)
を
始
品
と
し

τ、
多
〈

ω
研
究
が
た
さ
れ
て
い
る
。
林
健
太
郎
氏
「
凋
温
近
世
旦
研
究
」
、
高

橋
幸
八
郎
氏
網
「
近
代
資
本
主
義
の
成
立
」
轄
に
は
そ
れ
ら
が
群
し
ぐ
の
ベ
ら
れ
て
い
る
。

尚
一
八
世
相
以
後
。
グ

l
ツ
同
ル
シ
ャ
ァ
ト
の
艶
質
温
程
は

MWA》
宮
ユ

2
0
5

口
百
戸
『
E44一
民
間
似
品
目
出
国
関
与
買
〉
唱
里
d
n
同
町
民
目
回
伺
。
一
切
岡
市

H
E
m
m
z
r
2
r

E
O
同一九
O
B
品
目

bmENO百
円
何
回
一

T
Y
P
E官
号
・
国
為
同
・
口
百
】
管
内
同
日
目
白

V
0
4
2
F
G
m
E開
d
u門司

5
5
B
m
p
E
F
H色
白
色
昌
吉
E
Z
E円台ロ

Y
F
F
E
l

b
2
F〕

E
H∞h
忙
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。

向
。
田
明
・
問
自
司
ロ

E
E
r
s
n
v島
ロ

E
E
R
O品
豆

-
F
H
C・
及
叩

O
P
E
-
p
o
E
E
Z
。k
r
E
Z
K
E
E
E
E
仏
首
切
E
R
R
-
5
印

M
2・
F

0
0
・

町
列
島
勾
仲
間
向
。

E
-
F
E
-
F
ω
耳目

L
Z

繭
置
し
て
い
る
。

こ
と
で
シ
ュ
タ
イ
y
は
一
七
五

O
牛
と
一
八

O
二
年
に
和
け
る
東
プ
ロ
イ
セ
ン
心
人
口
構
成
を
比
稜
し
、
ζ

れ



(6) 

高
橋
辛
八
郎
氏
上
掲
書

一O
七
頁
以
下
、

「
プ
ロ
シ
ヤ
農
民
解
放
O

前
提
」
品
世
間
。

11 

一八
O
七
年
以
後
の
農
民
解
放
の
藷
立
法

王
領
地
農
民
に
射
す
る
曲
民
奴
制
廃
止
の
試
み
は
、

フ
リ
]
ト
リ
ヒ
一
世
烏
よ
び
二
世
以
来
行
め
れ
、
隷
良
性
、
賦
役
D
駿
止
、
土

地
所
有
権
の
附
奥
は
大
館
一
九
世
紀
初
頭
に
資
現
せ
ら
れ
た
が
、
私
的
農
民
に
謝
す
る
改
革
立
法
は
一
八

O
六
年
の
イ
エ
ナ
敗
戦
以

後
、
プ
ロ
イ
セ
ン
園
家
の
復
興
の
た
め
白
政
策
の
一
部
と
し
て
行
め
れ
た
。
歴
代
の
プ
ロ
イ
セ
シ
絶
針
主
政
は
、
自
由
左
「
小
農
」

白
創
設
ー
ー
モ
白
意
識
的
目
的
が
何
で
あ
っ
た
と
し
て
も
ー
ー
を
そ
り
農
村
政
策
の
一
う
の
原
則
と
し
た
が
、
敗
戦
以
後
に
沿
い
て

も
と
の
原
則
は
放
棄
さ
れ
宇
、
む
し
ろ
促
進
さ
れ
た
。
先
づ

臼)

一
八

O
七
年
一

O
月
九
日

!f. ---， 
8-士
喜控
ロ Trr

FZ 
g 筒

E 易
Cム 心トマ

宮所
J 宏宝
。一
回 唱の

の自
主ト 由
!! "-
三使
ゴ用
?f及

o ~ 

E害
" ，之
官民

i i 
E 自宅1
~.闘
2 係
~に

胃Jl1I
E A 
~勅
tt令
己」

〈
2 
F 
~， 

ロ

号
Z 
t-< 
~ 

E 

公
開
ι
F
E
F
O
宵
印
南
O
ロ
且
且
O
M
H

rod。々F
M
Wめ
同
と

こ
の
勅
令
は
一
八
一

O
年
一
一
月
一

一
日
(
塞
サ
ル
チ
ン
祭
)
以
後
、
農
民
白
世
襲
隷
農
性

何回『ロロ

E
S邑
mrop
が
廃
止
さ
れ

る
己
占
を
規
定
し
て
い
る
。
と
白
世
襲
隷
良
性
白
内
容
は
円
、
勅
令
稜
布
官
時
は
不
明
瞭
で
あ
う
て
、
そ
の
た
め
に
多
〈
白
疑
問
を

ひ
き
b
己
し
た
が
、

後
に
な
う
て
そ
の
内
容
も
規
定
せ
ら
れ
た
。

予
れ
は
一
つ
は

C
S山
口
《
皆
川
乱
{
ゆ
口
間
同

。
陵
止
と
土
地
緊
縛

∞の
F

。=。ロヴ』ロ《凶ロロ計。一色・のめ『ロロ(目。ロ
F
E
門
別
声
品
H
o
m
o
r。=。

の
巌
止
と
そ
し
て
第
三
に
移
佳
に
闘
す
る
解
放
金

F
O
m
r
E
P四

dz

支
梯
白
不
安
化
で
あ
る
。

プ
ロ
シ
+
農
業
費
草
に
ヲ
い
て
り
一
考
察

第
大
十
丸
容

一
六

C

第
三
・
四
輔
副



プ
ロ
シ
ャ
農
業
撞
草
に
つ
い
て
り
一
考
察

従
ヲ
て
賦
役
や
領
主
裁
判
権

F
E
E
S正
常
ユ
n
Z
Z長
島

第
六
十
九
巻

~，、

事
=
了
凹
披

の
処
き
重
要
な
束
縛
は
倫
建
在
し
、
又
狩
機
構
す
包
括

n
E
や
租
税

菟
除
搭
∞

E
足
早

E
r
o
=
な
ど
白
貴
族
特
権
も
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
。
更
に
注
目
す
べ
合
一
鮪
は
、
と
白
隷
農
性
慶
止
が
貴
族
白
「
園

家
が
土
地
主
我
々
に
奥
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
農
民
に
自
由
を
奥
え
よ
れ
ご
と
い
う
領
地
撲
大
白
要
求
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
唱
と
で

あ
え
勅
令
。
第
六
僚
や
第
七
保
に
九
ら
れ
る
農
民
地
白
統
合
同
町
民
o
r
E同
や
併
合
同

5
3
5円
己
防
間
目
指
し
た
が
っ
て
農
民

追
放
出

E
O
B
F
h叫

2

0放
果
を
も
同
時
に
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
叉
世
襲
隷
農
性
の
廃
止
が
農
民
白
土
地
保
有
権
D
強
弱
に

謄
じ
亡
槽
梯
的
に
、
行
わ
札
た
唱
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
世
襲
的
ラ
ツ
シ

l
テ
ン
色
百
円
宮
ピ
臣
官
。
E

や
尚
良
い
権
利
を
有
す
る
農

民
は
護
布
と
同
時
に
(
第
ご
傑
)
非
世
襲
ラ
ツ
シ

I
テ
ゾ
や
小
作
農
民

E
♀
号
E
2
や
そ
の
他
の
劣
悪
友
保
有
櫨
白
農
民
は
一
八
一

一
O
年
白
マ
ル
一
ア
ン
祭
以
後
(
第
一
一
一
憐
)
と
い
う
様
に
、
行
わ
れ
た
事
で
あ
Z
。

側

一

八

O
b年
一

O
月
勅
令
に
濁
す
る
補
足
的
命
令

J
〕
目
。
司
。
B
丘
E
E同
諸
島
常

3
N
C
E自
国
E
習
Z
m四戸居間

g
g
L
E
F
O吋

PELω
呂
の

r
o
&
2
3
Z自
白
一
ロ
出
向
島
司
ω己
宮
ロ

E
4
2
5
H
g
-
E
ι
-
3

〔
東
西
プ
ロ
イ
セ
シ
に
謝
し
て
は
一
八

O
八
年
二
月
一
一
四
日
に
問
弓
れ
、
同
内
容
の
命
令
が
シ
ユ
レ
ジ
ア
に
謝
し
て
は
一
八

C
九

年
三
月
付
で
、
ポ
ム
メ
ル
ン
及
び
ノ
イ
マ
ル
ク
・
タ
ー
ル
マ
ル
ク
に
劃
し
て
は
一
八
一

O
年
一
月
九
日
に
出
さ
れ
た
〕
と
の
命

令
(
こ
こ
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
に
謝
す
る
品
の
を
と
b
上
げ
る
)
陀
於
て
は
領
地
所
有
者
の
農
民
地
白
統
合
、
併
合
に
つ
い
て
の
保
件
を

斌
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
農
民
保
有
地
在
、
規
準
年
度
(
東
プ
v
イ
セ
ン
で
は
一
七
五
二
年
、
西
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
一
七
七
回
ぎ

に
よ
っ
て
新
醤
雨
保
有
地
に
分
け
、
新
農
民
地
に
づ
い
て
は
統
合
、
併
合
が
容
易
に
認
め
ら
れ

民
地
に
つ
い
て
は
、
土
地
取
上
げ
に
劃
す
る
若
干
の
補
償
が
奥
え
ら
れ
た
。

(
と
く
に
非
世
襲
の
場
合
)

奮
農

と
れ
に
よ
う
て
、

一
八
世
紀
以
来
維
持
苫
れ
て
来
た
農
民
地
に
謝
す
る
保
護
は
著
し
い
限
定
を
う
け
、
領
地
所
有
者
の
所
有
冶
披



大
を
容
易
に
し
、
且
つ
劣
惑
な
保
有
権
し
か
も
た
な
い
小
農
民

E
O一日

H
h
E。
を
所
有
附
興
が
ら
除
外
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

(3) 

一
八

O
八
年
七
月
二
七
日
「
束
プ
ロ
イ
セ
ン
・
リ
タ
ウ
エ

y
h
よ
び
西
プ
ロ
イ
セ
ン
の
壬
領
地
農
民
に
釘
す
る
所
有
権
附
奥

の
命
令
」

司。円]巳『ロ回
m
L
O∞
問
問
。
旦
ロ
ロ
百
戸
田
骨
ロ
の
E
E
a目。
r
g
L
E
E
-
H
E
H創
刊

H
E
E
E
mおロ

E
号
ロ

ロ
o
E
P
2
5口
安
門
司
H
E
R
O
P
E
F
E
S
S品
詞
E
G百
回
目
。
夫
、
と
れ
は
同
地
域
に
ゐ
け
る
主
領
地
農
民
自
賦
役
・
貢
租
を

貨
幣
地
代
に
特
化
し
、
そ
白
一
一

O
倍
の
債
格
を
支
梯
う
と
と
忙
よ
っ
て
土
地
所
有
権
が
附
奥
さ
れ
る
と
と
を
規
定
し
て
い
る
。

一
八
一
一
年
九
月
一
四
日
「
グ
ト
ツ
へ
ん
と
農
民
と
の
閥
係
白
調
整
に
闘
す
る
勅
令
L

=4AWHOH
与
ロ
ロ
ロ
問
看
ゆ
問
。
ロ

ω 
民民同色
E
F
Z
B町
。
ロ
品
開
。
間
巳
5
E
D周
忌
出
向
MMZF2H-Mの
FOD
ロ
ロ
己
『
hE2-Eroロ
4
2
r
m
-
z
a
m
O
3

と
の
勅
令
は
、
農
民
地
ー
ー
そ
の
保
有
が
世
襲
的
に
で
あ
ろ
う
圭
一
小
定
期
的
に
で
あ
ろ
う
と
、
叉
目
】
伸
明
》

R
F
Z
E詰
に
で
あ

ろ
う
占
殴
別
な
く
、
ま
た
そ
自
大
き
さ
に
も
閥
係
左
く
ー
ー
の
保
有
者
忙
二
見
の
賠
償
陀
止
っ
て
土
地
所
有
権
を
附
興
し
、
グ

l
ツ
ヘ
ル
と
農
局
と
の
、
グ
l
ツ
ヘ
ル
農
民
的
関
係
か
ら
生
守
る
権
利
主
義
務
と
を
廃
棄
す
る
と
と
を
規
定
し
て
い
る
。
賠
償

は
、
通
例
土
地
割
譲
(
世
襲
り
場
令
三
分
の
つ
非
世
演
の
場
合
=
分
の
一
)
で
行
わ
れ
Z
と
と
に
友
っ
た
。

と
の
勅
令
は
、
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
権
利
と
義
務
白
比
較
評
慣
が
複
雑
で
、
貴
族
側
及
び
農
民
側
上
り
抗
議
を
う
け
、
叉
そ
白
後
聞

も
友
く
始
め
ら
れ
た
戦
争
の
気
に
、
資
現
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
白
勅
令
護
布
た
際
し
て
、

国
R《

凶

g
g
a
D命
に
よ

ヲ
て
作
製
せ
ら
れ
た
問
。
m
E
E古
車

S
口
同
E
E
Z
D
草
案
は
、
グ
ー
ツ
へ
ん
白
利
害
を
代
表
す
る
議
曾

っ
て
、
大
巾
の
修
正
(
例
え
ば
、
非
世
襲
の
ラ
ツ
シ
l
テ
ン
を
世
襲
の
ラ
ツ
シ
テ
ン
か
巳
切
離
し
て

Fの
E
V
E
R
と
同
巴
に
取
扱
う
な
E
)
を
う

け
た
白
で
あ
っ
的
。
己
と
に
一
八

O
七
年
上
り
一
八
一
一
年
ま
で
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
に
土
門
J
7一
保
持
さ
れ
て
い
た
「
解
放
」
白
原
則

一宍一一

司
oEmWEE-
ロ
ロ
闘
に
よ

プ

u
シ
ャ
農
業
艶
草
に
う
い
て
川
町
一
考
察

第
六
十
九
巻

耕
一
一
一
・
四
披

大



プ
ロ
シ
ヤ
農
業
艶
草
に
つ
い
て
の
一
考
察

第
六
十
九
巻

4 ，、

第
三
・
四
披

プて

四

-
|
寸
小
良
」
創
設
白
原
則
ー
ー
が
、
グ
ー
ツ
ヘ
ル
白
要
求

l
l農
民
白
犠
牲
に
暑
い
て
、
土
地
所
有
量
擁
大

L
、
農
業
経
営
E
近

代
化
せ
ん
と
す
る
ー
ー
に
よ
っ
て
漸
次
後
退
せ
し
め
ら
れ
て
行
く
過
程
が
見
ら
れ
る
白
で
あ
る
。

と
の
一
八
一
一
年
の
勅
令
は
、
私
的
農
民
白
み
な
ら
宇
王
領
地
農
民
(
王
領
地
農
民
に
錯
す
る
以
前
白
改
革
で
、
陳
弁
さ
れ
て
い
た
農
民
)

に
も
通
用
さ
れ
た
白
で
あ
る
が
、
一
八
一
二
年
に
は
再
ぴ
、
王
領
地
農
民
は
と
白
規
定
か
ら
院
し
て
、
金
範
固
に
亙
っ
て
所
有
権
が

勾

附
興
さ
れ
、
賠
償
白
方
式
も
土
地
劃
譲
で
な
く
て
巴
自
民
官
記
と
な
り
、
私
的
農
民
に
謝
し
て
は
、
出
来
校
か
っ
た
と
と
ろ
D
全

般
的
な
「
小
農
」
創
設
の
原
則
が
グ
I
ツ
へ
ん
白
権
力
。
及
ば
な
い
王
領
地
で
は
賞
現
さ
れ
た
。

一
八
一
三
年
に
始
る
解
放
戟
季
出
。
中
止

E
q耳
目
。
間
白
期
間
中
、
農
民
は
一
八
一
一
年
九
月
一
四
日
の
勅
令
に
於
て
約
束
さ
れ
た

改
草
白
寅
現
を
期
待
し
つ
D
プ
ロ
シ
ヤ
園
家
及
び
グ
l
ツ
ヘ
ル
に
封
ず
る
忠
誠
と
義
務
、
ど
を
履
行
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
戦
争
後
、

土
地
の
荒
底
欣
態
と
共
に
農
民
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
白
は
、
よ
り
苛
酷
左
改
革
の
保
件
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
戦
争
と
ウ

ィ
ー
ン
合
議
以
後
、
現
れ
た
園
際
的
反
動
の
波
は
、
と
の
グ
l
ツ
へ
ル
農
民
的
関
係
白
調
整
忙
も
影
響
を
奥
え
二
八
二
ハ
年
の
「
宣

言
」
は
、
農
民
の
所
有
権
附
興
・
賦
役
廃
止
に
、
よ
り
限
定
さ
れ
も
ι
保
件
bz
加
え
る
と
と
に
な
っ
た
。

(5) 

一
八
一
六
年
五
月
二
九
日
の
宣
言

ミ句。
E
P
E
C
C回
品
自
国
晶
子
Z
S
E
E
-
∞o
-
V
E
E
F
2
3口
巧
4
3
同
O明
白
辛
口
口
明
品
。
同
開
巳
ωFOH去の
F
2
5与
吉
田
色
町
内
宮
ロ

吋
2
F巴
E日

E
O

ミ

と
D
宣
言
は
一
八
一
一
年
九
月
一
四
日
の
勅
令
の
宣
言
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
全
然
新
し
い
法
令
と
考
え
ら
れ

る
。
と
れ
は
一
八
一
六
年
よ
り
一
八
五

O
年
ま
で
完
全
忙
有
数
で
あ
っ
た
。
そ
り
内
容
は
調
整
者
格
問
。
明
白
]
』
2
吉
井
2
"

の
限
定
で

あ
る
。
す
左
わ
ち
、



-
役
畜
&
有
し
な
い
土
地

三
シ
'
テ
ン
晶
一

1
非
笠
錨
地

よ

び

小

作

農

替

地

一

一

-

役

畜

を

有

|

)

一

|

規

単

年

度

以

後

。

土

地

一

ず

る

十

地

」

一

「
州
ω
租

税

蓮

慢

に

」

一

|

官

邸

内

E
臣
官

Z
E四

一
|
登
揖
し
で
あ
る
土
地
|
-
-
ー
に
臨
し
な
い
土
地

「
規
準
年
度
瓜
前
よ
一

ー
り
あ
っ
た
土
地
一

一
岡
田
町
時

N
H
m
E
Z晶

に
服
ナ
る
土
地

調
星雲
費
格
な
き
土
土也

調
整
資
格
あ
る
土
地

と
の
表
に
見
ら
れ
る
占
う
に
、
調
整
費
絡
あ
る
農
民
地
は
四
う
の
制
限
白
下
に
九
百
か
れ

τ
い
る
。
先
づ
役
蓄
を
有
ず
る
濁
立

の
農
業
粧
営
者
旨

F
U
S
E一四
d
k
r
♀
2
5ユ
と
し
て
白
所
有
者
を
有
し
、
又
そ

ω
州
の
租
税
義
帳
∞
百
日
目
E
O
F
E問
。
陀
登
録
さ

れ
て
や
り
、
更
に
規
準
年
度
士
山
戸
ク
・
ポ
Y

メ
b
y

ン
で
は
一
七
六
一
二
年
二
月
一
五
白
、
ぞ
一
レ
ジ
プ
で
は
一
七
四
九
年
七
月
一
回
目
、
東
プ

ロ
イ
セ
ン
で
は
一
七
五
一
一
年
、
西
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
一
七
七
凹
年
)

以
前
よ
り
占
有
さ
れ
て
会
担
、
且
つ
グ

1
7
へ
ん
が
そ
こ
佐
農
民

を
置
く
べ
き
義
務
出
2
2
Eロ
ロ
回
目
当
百
聞
を
有
し
た
土
地
に
限
り
調
整
が
行
わ
れ
た
む
で
あ
る
。

か
く
し
て
一
八
一
六
年
白
宣
言
は
、
先
づ
調
整
資
格
を
極
度
に
限
定
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
農
民
を
調
整
か
ら
除
外
し
、

と
れ
ら
の
調
整
無
資
格

E
再開口一一

2
Z同

な
農
民
は
夏
化
賦
役
か
ら
も
解
放
さ
れ
宇
、

他
方
に
お
け
る
農
民
保
護
政
策
の
失
効
に
主

っ
て
、
賃
銀
労
働
者
化
を
飴
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
又
こ
れ
に
よ
っ
て
土
地
割
譲
や
統
合
・
併
合
に
よ
る
グ

l
ツ
ヘ
ル
の
所

有
地
白
抜
大
が
生
じ
、
賃
銀
銭
働
力
に
釘
す
る
需
要
も
増
大
す
る
と
い
う
事
情
が
あ
ら
わ
れ
た
。

制

ω
一
八
一
二
年
六
月
七
日
「
所
有
権
、
世
襲
賃
貸
・
世
襲
小
作
に
よ
ツ
て
保
有
さ
れ
る
土
地
に
封
ず
る
賦
役
、
現
物
ゐ
よ

ぴ
貨
幣
給
付
の
底
止
に
闘
す
る
命
令

L
E

。EE
p
h
4
S
E
p
r
F
O
E
d
L
O同
盟
o
E
F
Z
E
H己
H
H
E
ι
c
o
E
F
E
E同
2

5
ロ

プ
ロ
ジ
ャ
農
業
慶
事
に
つ
い
て
白
一
考
察

第
六
十
九
巻

4 
r、
四

第
一
一
了
阻
披

x 
五



プ
ロ
シ
ャ
農
業
融
関
車
に
つ
い
て
山
一
幸
揖

第
大
十
九
巻

一
六
五

第
一
一
一
・
四
披

八六

。
昌
ロ
臼

m
E
n
r
o
P
4巳
ηrogmmwロ
Z
E
-
r
y
Nロ
同
F
L
E
。
LOH
国
土
ヴ
官
。
『
己
目
。
z
r
2
2
0
0ロ
442斗
2
3

骨

賦
役
は
、
一
八
一
六
年
白
調
整
の
原
則
に
従
う
て
慶
止
さ
れ
、
と
れ
に
封
ず
る
賠
償
は
土
地
或
い
は
貨
幣
で
行
わ
れ
、
そ
れ

が
年
地
代
で
支
挽
わ
れ
る
場
合
は
、
一
一
十
五
年
分
の
支
拙
い
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
己
正
に
た
ワ
た
。

給
付
同
2
2
5
四
に
つ
い
て
は
、
権
利
者
、
義
務
者
い
づ
れ
か
一
方
の
提
案
に
よ
ワ
て
、
と
白
給
付
を
年
地
代
に
愛
え
、
と

れ
の
一
一
十
五
年
分
を
支
掛
う
と
と
に
よ
う
て
解
放
さ
れ
る
と
と
が
出
来
た
。

向
一
八
二
一
年
六
月
七
目
白
「
共
有
地
分
割
法
d
c
o
E
O
E
Z
E
F色
百
四
百
三
E

a

耕
地
、
草
地
、
牧
地
、
山
林
、
治
よ
び
モ
の
他
の
放
牧
地
に
者
け
る
放
牧
様
、
飼
料
、
木
材
の
共
同
採
取
、
藁
採
取
の
震
の

山
林
植
、
芝
草
、
濯
木
、
准
土
の
採
取
槌
が
廃
止
さ
れ
各
闘
係
者
の
自
由
な
所
有
物
に
さ
れ
た
。

と
D
-
八
一
二
年
の
法
令
の
中
、
共
有
地
分
割
法
の
一
意
義
及
び
影
響
は
後
述
す
る
が
、
前
者
白
〉
E
B
皇
官

i

。
E
Eロ
闘
に
G

い
て

注
目
ナ
ペ
き
己
と
は
、
と
の
賦
牧
右
上
ぴ
給
付
の
廃
止
令
が

F
E
E
n
r
o
出

2
E
で
あ
れ
、
又
何
同
『
司
山
n
E
2・
F
F
E
M
m
-
2
z
w
N日

E
I

司
白
山
岳
民
常
国
問
。
且
ロ
ロ
百
司
の
場
合
で
あ
れ
、
共
に
そ
の
農
民
が
品
目
ロ
E
E刊
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
た
事
で
あ
う
た
。

以
上
白
立
法
の
殻
果
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
?
前
回
の
べ
た
如
〈
、

場
と
に
よ
っ
て
閏
縛
さ
れ
て
い
た
r
1
7
へ
ん
的
農
民
に
封
し
て
、
「
小
農
」
化
の
可
能
性
を
典
え
る
こ
と
で
あ
う
た
。
従
っ
て
、
賃
銀

努
働
者
創
出
が
、
「
解
放
」
む
直
接
白
目
的
で
あ
り
、
結
果
で
あ
る
と
は
一
育
い
得
た
い
白
で
あ
る
。
し
か
し
た
が
ら
と
の
「
小
農
」

創
設
白
原
則
は
、
グ

1
ツ
経
営
の
後
展
を
阻
害
し
な
い
と
と
、
従
う
て
グ
1
ツ
ヘ
ル
の
没
落
は
根
力
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

「
解
放
」
の
直
接
的
意
闘
は
、
苛
酷
な
賦
役
止
、
隷
農
性

う
限
界
を
奥
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
グ
l
ツ
経
営
に
封
ず
る
園
家
的
保
護
は
、

一
八
世
紀
末
葉
以
来
、
行
わ
れ
て
軒
り
、
例
え

if' 

フ
リ
1
ト
リ
ヒ
二
世
に
よ
ヲ
て
創
ら
れ
た
地
主
金
融
組
合
ピ
邑
E
E
P
は
、
七
年
戦
争
円
一
七
宝
六
年
一
七
六
三
年
)

に
よ
Z



貴
族
良
場
の
荒
底
、
地
債
の
下
落
、
経
営
資
金
白
快
乏
等
か
ら
貴
族
、
グ

1
ツ
ヘ
ル
を
救
い
、
そ
の
愛
展
そ
援
助
し
た

一
九
世
紀
初
頭
に
烏
い
て
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
の
戦
争
に
よ
る
荒
践
と
軍
枕
同
居
間

m
r
0
5
p
s
z
の
負
婚
に
よ
ヲ
て
、
グ

l
ル
経
営

は
危
機
に
瀕
し
、
又
一
八

O
六
年
最
高
の
ピ

l
グ
に
達
し
た
穀
物
債
格
は
、
そ
れ
と
共
に
再
び
下
落
し
始
め
た
魚
、
ヂ
1
ツ
へ
ル
白

と
と
ろ
で

と窮
い 7状
わは
九直
るη し
J か

三J

た

〔
己
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
よ
っ
て
蒙
っ
た
損
害
は
、
農
民
主
り
も
は
る
か
に
グ

l
り
へ
ん
が
ひ

E
か
っ
た

イ
且
ナ
敗
戦
以
後
、
プ
ロ
イ
セ
ン
絶
封
主
義
の
行
っ
た
復
興
政
策
は
、
先
づ
猫
烹
し
て
経
営
を
行
い
得
る
農
民
間
町
白
創
出
が
、
つ

ぎ
に
は
グ
1
ツ
経
営
を
正
常
な
放
態
に
保
全
す
る
と
と
が
、
目
標
と
な
っ
た
。
「
道
義
昌
。
区
一
塁
と
宗
教
と
そ
保
持
し
9

0
、
革

命
の
目
的
売
淫
し
」
プ
ロ
シ
ヤ
閤
家
再
興
吐
目
指
し
た
首
時
の
。
フ
ロ
イ
セ
ン
官
僚
は
、
と
の
グ

l
ツ
ヘ
ル
と
農
民
と
の
間
に
、
互
に

他
に
依
存
し
な
い
で
、
白
己
の
経
営
に
謝
す
る
自
由
を
持
ち
得
る
欣
態
を
創
ろ
う
止
し
た
。
し
か
し
乍
ら
グ

1
ツ
へ
ル
農
民
的
関
係

は
、
昨
相
理
線
長
性
・
賦
役
・
貢
納
等
を
通
じ
て
、
農
民
に
謝
し
て
は
隷
属
と
強
制
と
か
一
課
す
る
も
の
で
は
あ
ノ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ

、
、
、

は
グ

I
ツ
叫
ん
的
良
尽
の
生
存
を
確
保
す
る
燦
件
で
あ
づ
た
。
か
か
る
義
務
リ
権
利
可
白
呂
宮
H
H
同
ZFH
の
闘
係
を
顧
慮
せ
す
に
、

抽
象
的
に
「
自
由
」
の
原
則
が
迎
用
さ
れ
た
た
め
に
そ
の
結
果
は
、
グ

1
ツ
ヘ
ル
手
有
利
に
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
う
た
の

で
あ
る
。
グ

1
ツ
経
営
白
保
全
と
そ
の
愛
展
の
促
進
か
、
そ
れ
と
も
「
小
良
L

創
設
か
と
い
う
問
題
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
官
僚
白
中
に

も
意
見
の
劉
立
を
よ
び
烏
こ
し
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ

1
バ
ー
に
上
れ
ば
「
プ
ロ
イ
セ
ン
官
僚
の
内
に
は
、
+
引
の
如
く
見
解
が
分
れ

一
方
は
一
定
の
土
地
か
ら
同
能
な
限
り
大
き
い
生
産
物
を
波
得
す
る
と
と
止
要
求
し
、
そ
し
て
営
時
農
業
経
営

て
い
た
。
劉
立
は
、

の
最
前
皮
の
集
約
性
を
示
し
て
い
て
イ
ギ
リ
ス
農
業
制
度
を
模
範
と
し
て
と
ろ
う
と
す
る
、
し
か
し
と
の
場
合
農
村
人
H

D
破
滅
を

も
辞
せ
な
い
見
解
で
あ
り
、
と
れ
は

C
Z号
E
包
含
旦
色
ロ
∞
-
♀

S
や
、
彼
を
国
む
人
々
の
煮
見
で
あ
ヲ
た
。
他
方
は
イ
ギ
リ
ス
白

第
六
十
九
轡

場

プ
ロ
シ
ャ
農
業
盤
草
に
つ
む
て
の
一
考
察

六

事
一
一
了
四
競

ノ、
七



/ 

プ
ロ
一
ν
ャ
農
業
費
草
に
つ
い
て
目
↑
考
察

第
六
十
九
巻

一
六
七

第
三
・
凹
競

六
i¥. 

一
八
一
六
年
の
調
整
勅
令
同
o
吋

的

回一一
o
E
P明。且
Hr円
は
、
長
い
審
議
の
後
に
漸
く
現
れ
た
が
、
そ
れ
は
政
府
白
政
策
と
農
民
保
護
と
白
安
協
を
意
味
し
て
い
た
。
L

と
の
よ
う
左
「
小
農
」
創
設
を
意
闘
し
な
が
ら
も
、

E
つ
同
時
に
グ
l
ツ
経
営
白
保
全
を
は
か
ろ
う
と
す
る
「
改
革
」
白
方
針
は

そ
れ
自
問
矛
盾
主
含
む
も
D
で
あ
っ
た
が
、
と
れ
ら
白
方
向
を
終
局
的
に
決
定
す
る
も
白
は
、
グ
ー
ツ
へ
ん
と
農
民
と
白
関
白
力
開

農
民
を
最
大
限
に
保
つ
事
に
債
値
を
島
く
見
解
で
あ
る
。

例
及
び
そ
の
集
約
的
農
業
常
断
念
し
、

係
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
グ
1
ツ
ヘ
ル
白
「
改
革
」
方
式
が
、
決
定
的
に
イ
ュ
シ
イ
ア
テ
イ
プ
を
と
る
よ
う
に
な
る
申
は
、

年
白
「
宣
言
」
で
あ
り
、

ζ

白
「
宣
一
育
」
の
中
に
示
さ
れ
で
い
る
調
整
資
格
の
限
定
と
賠
償
規
定

八
一
六

(
世
襲
農
民
の
場
合
に
は
=
一
分
の
一
、

非
世
襲
農
民
の
場
合
に
は
二
分
の
一
の
土
地
割
譲
)
は
、
グ
ー
ツ
へ
ル
の
領
地
撰
大
と
多
敷
の
調
整
無
資
格
農
民
か
ら
の
土
地
〔
目
生
産
手

段
〕
の
剥
奪
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
一
言
う
ま
で
も
な
〈
、
勢
働
力
商
品
化
の
前
提
で
あ
担
、
賃
銀
労
働
者
創
出
白
た
め
白
保
件
で

あ
っ
た
。

ま
た
グ
I
ツ
ヘ
ル
に
と
っ
て
は
、
賦
役
の
慶
止
、
の
駿
止
が
、
と
れ
ら
に
代
る
労
働
力
を
要
求
レ
、
ま
た
劣
悪

友
保
有
梅
田
農
民
地
の
統
合
や
、
土
地
割
譲
に
よ
る
領
地
抜
大
白
震
に
、
夏
忙
大
き
な
労
働
力
が
必
要
と
な
る
事
情
が
あ
り
、
調
整

か
ら
除
外
さ
れ
土
地
か
ら
解
放
さ
れ
た
農
民
は
、
再
び
グ
I
ツ
経
営
の
中
に
、
賃
労
働
者
と
し
て
吸
収
さ
れ
る
必
然
牲
が
あ
っ
た
白

。2一足。島町
E円

で
あ
る
。

以
上
白
離
か
ら
芳
察
す
れ
ば
、
「
解
放
」
以
後
の
庚
汎
な
賃
銀
労
働
者
の
創
出
は
、
「
解
放
」
の
直
接
的
な
目
的
で
は
た
く
し
て
、

む
し
る
「
小
農
」
創
設
の
原
則
が
グ

1
ツ
経
営
の
保
全
白
方
向
に
ま
げ
ら
れ
た
と
と
の
結
果
で
あ
り
、

「
小
農
」
創
出
を
目
的
と
し

た
「
解
放
」
そ
の
も
白
か
ら
す
れ
ば
、

副
次
的
効
果
と
い
え
る
白
で
あ
る
。

ク
ナ
ッ
プ
は
、

「
園
家
は
調
整
長
よ
ぴ
償
却
立
法

図。

md-E自
由
ω
1
5
ι
k
r
z
o
u
E事
問
。
臣
官
常
宮
口
町

の
い
づ
れ
の
場
合
に
も
、

駿
止
さ
れ
た
賦
役
の
代
替
と
し
て
い
か
な
る
労
働
者



日
目
現
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
祐
黙
し
て
い
た
m

か
く
て
岡
家
が
沈
賦
し
て
い
た
た
め
に
、
グ
ル
ツ
ヘ
ル
の
強

い
利
害
関
係
が
決
定
植
を
も
ち
彼
等
は
イ
Y

ス
ト
ロ
イ
テ
の
形
態
を
え
ら
ん
だ

ω
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。

間
以
下
の
立
法
内
容
の
分
析
は
主
と
し
て
ク
ナ
ザ
プ
の
研
究
に
操
る
。

問
問
己
れ
は
一
八

0
1年
四
月
八
回
、
シ
ュ
レ
ジ
ア
に
罰
す
る
公
告

(
ζ

れ
は
後
に
会
プ
ロ
イ
セ
ン
川
に
も
損
大
せ
ら
れ
た
}
の
中
に
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
白
色

F
F
E・
切
寸
一
戸

問
問
国
阻
害

HZι
・
E
-
F
ω

同盟

向

同

E
軍
M
E
・E
-
H
∞∞・
5
i
p
E
-
E
E
F
柏田

4

F

市
町
阿
国
防
弔
・
ま

A
a
E
-
F
回
目
。
・

品
川
阿
国
防
署

-
F
E
E
-
F
ω
・
昆
切
目

的

P
ュ
-
E
Z
F
閉

M
O
K
E同

片
岡

5
5
F
己
回
目
・

向
問
自
宅

M
E
F
E
・
岡
山
田
岡
田
・

向
冨
員
君
。
官
同

4〈
E
E
E言
問
。
酬
の
E
F
R
切

-Eω
・

問
問
自
宅

-
P
E
F
E目

同

ω
自ら・

III 

「
分
割
」
に
よ
る
階
級
分
化
の
促
進

前
節
に
の
べ
た
農
業
愛
革
の
諸
立
法
と
・
と
も
に
、

一
九
世
紀
初
頭
に
は
、
ド
イ
ツ
農
業
に
大
き
な
経
営
様
式
の
鑓
革

l
ー
と
く
に

農
業
技
術
の
改
良
が
見
ら
れ
る
。

周
知
白
土
う
忙
、
官
時
田
n
E
E
F
回
日
開
。
p
k
t

↓z
o
p
由

nEOHNU
問
。
喧
官
併
に
よ
っ
て
唱
導
さ
れ
た
合
理
的
良
業
経
営
が
現

賓
に
採
問
せ
ら
れ
て
、
生
産
力
は
非
常
陀
増
大
さ
れ
た
。
本
来
「
農
民
解
放
」
自
憶
は
、

一
八
世
紀
後
宇
よ
り
生
産
力
増
強
に
よ
っ

プ
ロ
シ
ャ
農
業
麗
草
に
つ
い
て
白
一
考
聾

第
六
十
九
巻

ヲR
f、
第
三
・
四
披

，、
ブし



プ
ロ
シ
ャ
農
業
艶
革
に
つ
い
て
ゆ
一
考
察

第
六
十
九
巻

六
ブL

第
三
・
四
腕

-E: 
O 

て
粧
品
百
白
牧
益
性
在
高
め
よ
う
と
す
る
グ
l
p
へ
ん
の
努
力
を
、
そ
の
主
要
な
動
因
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
生
産
力
の
残
展
が
、

か
か
る
グ
l
ツ
へ
ん
H
農
民
的
関
係
の
且
ン
カ
1
H
賃
銀
労
働
者
閥
係
へ
D
愛
換
ぞ
要
求
し
た
白
で
あ
っ
た
。

印
ち
、
コ
一
圃
制
農
業
経
営
に
代
る
と
ぬ
ろ
白
改
良
一
二
闘
制
経
営
2手
o
E
号
ロ
E
F
E
g
E胃
r
p
p
輪
裁
式
経
営
P
R
E
4
2
r
l

在
宅
円
号
o
r
p
p
穀
草
式
経
営
問
4
0
3
0
-
4
3
z
m
o
F
P
P
D
採
用
、
馬
鈴
薯
、
腕
豆
、
亜
麻
、
茶
種
、
及
び
甜
菜
等
の
商
品
作
物
白
栽
培
、

牧
畜
飼
養
の
集
約
化
、
そ
し
て
農
具
の
改
良
等
の
農
業
技
術
白
改
良
が
庚
汎
に
展
開
さ
れ
だ
。
前
越
の
如
く
、
一
八
一
二
年
に
は
、

「

共

有

地

分

割

法

」

が

出

さ

れ

た

が

1

i

古

い

共

同

情

的

土

地

利

用

方

法

を

破

棄

し

て

、

私

的

か
か
る
農
業
革
命
の
進
行
が
要
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
叉
選

C
O
E
O
-ロ}百一
E
吾
氏
]
回
口
向
回
虫
色
ロ
ロ
問

土
地
の
自
由
な
利
用
を
目
的
と
し
た
と
と
ろ
D
1
1
1
、
と
の
法
待
は
、

に
、
と
の
法
律
略
国
布
に
よ
っ
て
、
経
営
様
式
の
愛
革
が
更
に
促
進
さ
れ
た
り
で
あ
う
た
。

す
で
に
見
た
如
く
、
一
八

O
七
年
の
十
月
勅
令
を
起
鮪
と
し
、
一
八
一
六
年
の
「
宣
言
」
ロ
o
F
E
E
E
S
を
そ
の
頂
黙
と
す
る
調

整
の
諸
法
俸
の
中
に
す
?
に
、
小
農
具
-
t
o
円
問
。
冨
E
F
E
E
E
F
E
Z
E
賃
銀
労
働
者
化
せ
し
め
る
必
然
性
が
存
し
た
が
、
と
の

一
八
二
一
年
の
「
共
有
地
分
割
法
」
に
よ
っ

τ行
わ
れ
た
共
同
地
問
盆
植
の
分
割
と
そ
れ
に
伴
う
農
地
の
整
理
|
l
i
い
わ
ゆ
る
分
割

ー
回
目
宮
E
E
。
ロ
と
よ
ば
れ
る
|
|
与
は
賃
銀
労
働
者
を
更
に
増
加
せ
し
め
た
。

共
有
地
分
割
法
は
本
来
、
従
来
存
し
た
と
と
ろ
の
土
地
に
射
す
る
共
同
閥
的
利
用
権
と
く
に
、
牧
場
・
耕
地
・
草
地
・
林
野
に
於

け
る
共
同
放
牧
権
主
廃
棄
し
、
又
森
林
・
原
野
に
つ
い
て
存
在
す
る
他
の
利
用
権
1
1
飼
料
木
材
の
共
同
採
取
槽
等
ー
ー
ー
在
消
滅
せ

し
め
、
個
々
白
所
有
者
に
、
自
己
の
考
え
に
従
い
、
合
理
的
経
営
白
要
求
に
過
す
る
様
に
土
地
常
利
肘
し
経
僻
す
る
可
能
性
を
興
え

る
と
と
を
目
的
と
し
、
共
同
牧
場
を
分
割
し
て
、
す
べ
て
白
牧
場
利
用
権
者
に
、
そ
の
利
用
槽
の
割
合
に
感
じ
た
一
割
営
部
分
を
自
由

た
利
用
に
委
ね
ら
れ
る
所
有
地
と
し
て
輿
え
る
事
を
規
定
し
た
。
従
っ
て
共
有
地
分
割
の
賢
施
は
、
耕
地
境
界
の
新
し
い
直
分
を
必



要
と
し
、

と
れ
と
共
に
農
地
調
整
或
い
は
耕
地
の
整
理
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
新
し
い
良
地
D
上
に
、
道
路
や
溝
が
つ

く
ら
れ
、
新
し
い
境
界
が
作
ら
れ
て
、
個
々
白
農
場
所
有
者
は
、
多
数
の
小
さ
な
、
村
落
内
に
介
散
し
て
い
た
土
地
を
、
沈
較
的
大

こ
D
よ
う
な
、
共
有
地
介
剖
と
そ
れ
に
伴
う
農
地
の
整
理
は
、

(
ち
っ
と
も
プ
ロ
イ
セ
ン
に
於
て
分
割
と
よ
ば
れ
る
過
程
が
す
で
に
、

自
由
に
利
用
し
得
る
よ
う
に
な
う
た
。

き
な
土
地
に
ま
と
め
て
、

プ
ロ
イ
セ
ン
に
語
い
て
は
、
介
副
由
。
司
自
一
昌
伸
一
。
冒
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

一
八
世
組
後
半
よ
h
始
っ
て
い
仁
事
を
タ
ナ
ッ
プ
は
指
摘
し
て
い
お
。
即
ち
、
官
時
す
で
に
照
皆
様
式
の
嬰
革
の
努
力
を
始
め
て
い
た
グ
l
ツ
ヘ
ル
は
、

農
民
保
有
地
と
混
在
し
、
且
つ
村
落
内
に
散
在
し
て
い
士
自
己
の
耕
地
そ
農
民
保
有
地
か

ι分
割
し
、
一
ー
ゲ
所
仁
集
め
T
栽
培
画
域
令
解
皆
様
式
叩
嬰
化

に
醸
じ
て
磁
化
さ
せ
士
。
ま
に
G

・
ハ
ン
セ

y
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
過
程
は
プ
ロ
イ
セ
γ
以
外
り
地
践
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
、
シ
ヲ

V

ス
ウ
イ
ヒ
・
ホ

ル
ジ
ェ
ダ
イ
ン
で
は
巴
昇
。
弔
巴
自
問
、
ハ
ノ

I
H
ー
で
は
〈
n
P
4
1自
肉
、
そ
の
他
の
と
こ
ろ
で
は

F
E
O
]
Z
E
E
-
P
E
E
G
E
5
2と
よ
ば
れ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
)

分
割
は
、

そ
の
手
続
の
困
難
さ
と
煩
雑
さ
の
震
忙
、
ま
た
農
民
白
共
同
閥
的
諸
制
度
へ
の
執
着
陀
よ
っ
て
、
徐
々
に
し
か
進
行
し

な
か
っ
た
が
、
そ
の
結
果
は
多
く
の
農
民
か
ら
、

そ
の
時
ま
で
彼
等
の
生
存
の
大
き
な
支
柱
を
在
し
て
い
た
共
同
地
用
益
を
奪
う
こ

と
に
な
っ
た
。
ゴ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、
特
陀
共
同
地
放
牧
櫨
白
慶
止
は
、
農
民
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
を
興
え
た
。
「
共
有
地
分
割
品
目
」

の
制
定
に
参
割
し
た
A
E
テ

l
ア
は
、

夏
季
厩
飼
由
。
目

E
O
E
E
5青
E回
開

に
高
い
債
債
を
み
と
め
、
そ
の
採
用
に
ょ
っ
と
大
多

教
の
経
営
が
著
し
く
進
歩
す
る
も
の
と
期
待
し
た
が
、
多
く
の
経
験
の
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
と
は
、

「
茜
プ

u
シ
ヤ
州
に
沿
け

る
経
由
営
の
殆
ど
大
多
放
は
、
厩
飼
在
行
う
よ
り
は
、
夏
季
に
牛
類
の
放
牧
を
被
け
た
方
が
よ
り
好
ま
し
い
欣
態
に
あ
る
ζ

と
だ
。
大

土
地
所
有
者
に
と
っ
て
、
事
情
は
良
民
忙
謝
す
る
と
本
質
的
陀
具
Z
。
前
者
は
甚
だ
し
〈
菰
げ
ら
れ
た
耕
作
地
域
在
所
有
し
た
し
、

往
々
長
大
な
常
住
的
た
肋
牧
杭
域
を
も
所
有
し
た
の
で
、
彼
等
の
所
有
し
た
牛
類
の
群
は
充
分
な
る
場
所
と
、
充
分
な
る
牧
場
飼
料

曜，

プ
ロ
シ
ヤ
農
業
費
革
に
つ
い
て
白
一
考
察

第
六
十
九
巻

七
O 

第
古
了
四
韓

七



プ
ヨ

JM

ヤ
農
業
抽
出
草
に
つ
い
て
O

?
考
案

静
六
十
九
番

七

事
=
一
・
四
揖

七

と
を
見
出
し
た
。
農
民
は
と
れ
と
反
封
に
従
来
白
牧
地
を
夫
っ
て
い
た
。
農
民
が
民
地
を
す
て
て
、
暫
時
内
に
牧
場
に
か
え
っ
た
と

し
て
も
、
モ
白
管
理
は
甚
だ
大
な
る
困
難
と
費
用
と
を
伴
っ
て
い
た
。
個
々
白
栽
培
地
直
白
庚
さ
が
甚
だ
狭
小
で
あ
っ
た
D
で
、
家

南
が
隣
接
せ
る
耕
地
に
害
左
ひ
き
者
と
さ
が
よ
う
に
し
上
う
占
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
阪
に
重
要
な
る
監
硯
が
必
要
で
あ
っ
加
。
」
と
い

う
事
で
あ
っ
た
。

更
に
、

ホ
イ
ス
ラ
1
・
7
イ
ン
リ
ー
グ
ル
・
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
等
の
小
農
民
陀
古
い
て
は
、
そ
の
受
け
た
打
撃
は
甚
だ
し
か
っ
た
。

彼
等
の
耕
地
は
家
畜
を
牧
養
せ
し
め
る
の
に
充
分
で
在
〈
、

叉
夏
季
臨
飼
に
必
要
注
背
草
飼
料
を
得
る
白
に
も
不
足
し
、
そ
の
粧
時
間

欣
態
が
悪
け
れ
ば
、
燃
料
を
購
入
す
る
事
も
困
難
で
あ

D
、
一
一
顕
の
牝
牛
や
一
割
の
羊
を
飼
う
事
す
ら
が
な
か
た
か
難
か
し
い
と
乏

に
友
っ
た
。
彼
ら
は
以
前
に
は
放
牧
機
、
森
林
諸
楼
利
を
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
彼
等
の
生
存
の
支
柱
を
な
し
て
い

た
が
、
と
白
共
同
閥
的
用
益
擁
白
藤
止
は
、
彼
等
に
大
き
な
膝
迅
在
加
え
た
。
一
八
四
八
年
。
コ
二
月
草
命
」
前
後
に
者
け
る
農
民

，
D
反
抗
白
主
要
原
因
は
、
と
白
、
ト
4

う
な
「
分
割
」
に
よ
る
小
農
民
た
ち
白
経
済
紙
態
の
急
激
左
悪
化
、
注
落
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。「

分
割
」
は
、
か
く

τ既
存
の
小
農
民
を
調
整
に
よ
っ

τ解
放
さ
れ
た
農
民
か
ら
、
念
速
に
介
離
せ
し
め
、
彼
等
を
浪
落
さ
せ
、

賃
銀
労
働
者
と
し
て
固
定
し
た
が
、
他
方
に
於

τ・
そ
れ
は
新
し
く
賃
銀
労
働
者
(
小
規
模
な
土
地
を
所
有
す
る
)
群
を
つ
く
り
出

し
た
。
即
ち
「
分
割
」
に
よ
う
で
、
多
く
白
未
耕
地
が
耕
地
ル
刊
さ
れ
た
た
め
、
そ
と
に
新
し
い
叫
労
働
力
が
補
填
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
ヲ

た
。
又
た
と
え
調
整
さ
れ
た
に
し
て
も
、
分
割
に
よ
う
て
損
害
在
家
っ
た
農
民
D

一
部
は
土
地
移
譲
を
鋒
儀
な
く
苫
れ
(
と
く
に
ポ

ぬ
時
に
沿
け
る
者
金
難
は
、
農
民
に
土
地
費
却
を
迫
う
た
)
、

と
の
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
耕
地
や
空
白
井
一
な
っ
た
土
地
は
、

以
前
D

賦
役
農
民
白
子
弟
や
調
整
無
賓
格
農
民
に
買
い
と
ら
れ
、
彼
ら
は
小
土
地
を
所
有
す
る
労
働
者
と
し
て
そ
と
に
移
住
し
た
。
分
割
に



よ
っ
て
農
民
に
奥
え
ら
れ
た
土
地
?
っ
ち
で
遺
隔
地
に
あ
る
郊
分
は
、
賃
銀
努
働
者
に
委
せ
ら
れ
、
多
〈
の
賃
銀
労
働
者
が
そ
と
に

移
住
九
凶
器
古
品
。

2
3
し
た
。
つ
ま
り
「
分
割
」

i
l共
有
地
分
割
と
農
地
整
理
1
1
0
過
程
陀
お
い
て
、
撲
大
せ
ら
れ
た
り
空
白
と

な
っ
た
農
地
に
は
、
新
し
く
小
さ
い
土
地
を
有
す
る
賃
銀
労
働
者
が
装
置
遣
れ
た
の
で
あ
っ
介
。

か
く
し

τ
「
分
割
」
国
ω
宮
E
5
E
は
一
方
に
お
い
て
、
調
整
無
資
格
農
民

l
iと
く
に

H
E辛口
F
出
巳
問
。
司
O
F

国
E
己
2
等
白

賃
銀
労
働
を
行
う
小
農
民
を
、
調
整
農
民
か
ら
分
離
し
、
同
時
に
、
か
か
る
賃
銀
労
働
者
を
増
加
せ
し
め
る
可
能
性
を
興
え
た
の
で

あ
る
。か

く
し
て
一
八

O
七
年
白
「
一

O
月
勅
令
」
に
始
る
「
農
民
解
放
」
は
、
先
づ
一
八
一
六
年
白
「
宣
一
言
己
そ
決
定
賄
と
す
る
調
整

問
。
同
回
目
。
日
認
に
占
っ
て
、
形
式
的
陀
は
「
小
農
」
を
創
設
せ
し
め
た
が
、
同
時
に
モ
の
極
度
比
限
定
せ
ら
れ
た
調
整
費
持
。
震
に
、

間
接
的
に
称
整
無
資
格
農
民
の
賃
銀
労
働
者
佑
を
結
果
し
、
他
方
に
怠
け
る
農
民
保
護
の
時
四
止
に
止
る
統
合
中
併
合
を
通
じ
て
、
叉

賠
償
に
よ
っ
て
抜
大
さ
れ
た
グ
l
ツ
経
営
ぇ
、
彼
等
を
固
定
す
る
保
件
を
つ
く
っ
た
。
更
に
一
八
二
一
年
の
共
有
地
分
割
法
を
中
心

と
す
る
「
分
割
」
の
進
行
は
、
不
十
分
注
労
働
傑
件
し
か
持
た
注
い
良
民
を
浪
落
さ
せ
、
賃
銀
労
働
者
を
吏
忙
増
加
せ
し
め
た
。

と
こ
ろ
で
、

「
改
革
」
立
法
の
行
わ
れ
た
常
時
白
プ
ロ
イ
セ
ン
農
業
白
吠
態
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

一
八
一
三
年
上
り
一
八
一
六

年
ま
で
績
い
た
解
放
戦
需
は
、
農
地
白
荒
廃
と
農
業
経
営
者
白
負
権
D
加
重
を
も
た
ら
し
、
又
一

0
年
代
の
終
り
か
ら
穀
物
債
格
の

そ
の
他
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ペ
イ
ン
・
ス
エ

1
デ
ン
等
の
諸
園
の
保
護
関
税

下
落
〔
大
陸
封
鎖
の
施
行
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
市
場
の
史
夫
、

政
策
に
よ
る
〕
が
始
ま
り
、
又
一
八
二
三
年
白
農
業
不
侃
は
、
グ
ー
ツ
ヘ
ル
並
び
に
濁
立
の
農
業
経
営
者
に
た
っ
た
と
と
ろ
の
農
高

に
大
き
な
打
撃
を
奥
え
た
。
グ
l
ツ
ヘ
ル
に
と
ワ
て
調
整
は
賦
役
や
役
蓄
の
喪
失
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
に
代
る
農
具
や
、
労
働
設

備
白
購
入
な
ど
、
経
営
の
近
代
化
の
潟
白
資
本
主
要
し
、
農
業
木
汎
に
よ
る
地
償
白
下
落
、
農
業
牧
盆
白
減
少
に
加
え
て
、
グ
l
ツ

プ
ロ
シ
ャ
農
業
麓
草
に
ワ
い
て
四
一
考
察

第
六
十
九
巻

七

事
=
一
・
四
貌

七



プ
ロ
シ
ャ
農
業
痩
草
に
つ
い
て
の
一
考
察

第
六
十
九
巻

七

第
三
・
四
披

-1= 
四

へ
ル
を
座
泊
し
た
。
と
か
は
嘗
時
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
グ
l
ツ
ヘ
ル
白
土
地
費
却
を
見

τも
わ
か
る
と
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八

五
一
年
の
下
院
へ
白
報
告
書
の
中
に
は
、
二

0
年
代
白
農
業
危
機
の
聞
に
、
東
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
、
グ

1
ツ
ヘ
ル
白
八

O
%が
そ
D

領
地
を
夫
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
か
。
又
賠
償
の
潟
白
地
代
支
梯
〔
資
金
難
に
苦
し
ん
だ
グ
l
ツ
へ
ル
は
、
賠
償
を
土
地
割
譲
忙
よ
る

主
り
も
、
地
代
で
支
梯
わ
れ
る
こ
と
を
望
む
と
と
が
多
く
な
っ
た
J
は
農
民
に
も
塵
迫
を
加
え
、
調
整
さ
れ
た
農
民
も
と
の
時
期
に

ほ
没
落
す
る
も
白
が
多
か
っ
た
。
従
っ
て
所
有
地
が
小
さ
く
て
、
そ
の
有
す
る
労
働
力
そ
全
部
要
求
す
る
程
大
き
〈
な
い
場
合
ゃ
、

そ
の
土
地
凸
収
益
が
小
さ
い
場
合
に
は
、

む
し
ろ
日
傭
賃
銀
労
働
者
。
z
Z吉
田

ozzz
よ
り
経
済
紋
態
は
悪
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

ハ
ク
ス
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
出

E
F
E
E戸
が
「
プ
ロ
シ
ヤ
で
は
幾
千
白
農
民
は
大
し
て
困
難
も
な
〈
土
地
主

競
費
に
附
し
、
農
業
日
傭
人
白
身
分
に
移
る
と
と
を
、
決
し
て
成
り
下
っ
た
こ
と
で
も
な
け
れ
ぽ
、
叉
不
利
径
と
も
思
わ
な
一
円
。
」
ム
」

一
言
っ
た
上
う
に
、
営
時
の
現
寅
む
経
神
状
態
か
ら
す
れ
ば
、
後
漣
す
る
如
き
多
分
に
小
鮮
営
者
間
性
格
を
も
っ
た
賃
銀
努
働
者
と
、

農
民
と
D
聞
の
階
級
的
分
化
は
深
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
農
業
経
営
者
に
と
っ
て
は
経
管
抜
大
が
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え

品
。
一
二

0
年
代
の
初
め
に
、

ら
れ
る
。

二

0
年
代
の
農
業
危
機
は
、
漸
く
三

0
年
代
に
な
っ
て
克
服
さ
れ
、
景
気
の
岡
復
、
穀
物
侵
格
上
昇
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
。
危

機
を
画
家
的
援
助
に
よ
(
つ

τ切
り
ぬ
け
て
き
た
グ

I
ツ
へ
ル
は
、
こ
と
に
念
速
に
経
営
様
式
白
改
良
を
行
い
、
Z

D
三

0
年
代
に
始
る

プ
ロ
イ
セ
ン
良
業
の
繁
柴
期
を
迎
え
て
、
大
き
友
利
盆
を
牧
め
た
。
調
整
せ
ら
れ
た
農
民
に
つ
い
て
い
え
ぼ
、
償
却
。
負
携
や
資
本

の
ポ
足
、
新
ら
し
い
合
理
的
農
業
経
営
に
謝
す
る
経
験
の
不
十
分
な
た
め
に
経
皆
様
式
白
改
良
は
、
与
叩
迅
に
は
行
わ
れ
宇
、
(
た
と

主
ば
一
八
一
一
一
年
じ
出
さ
れ
士
共
有
地
身
剖
法
由
貿
施
色
、
農
民
の
奮
い
共
同
世
的
制
度
へ
の
執
着
の
た
め
に
、
な
か
な
か
準
歩
せ
守
、
漸
〈
四
0
年
代

四
0
年
代
に
を
つ
て
、
穀
物
債
格
の
上
昇
に
よ
っ
て
漸
く
資
本
を
蓄
積
し
始
め
、
経
営
様
式
改

仁
な
っ
て
完
了
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
)



良
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
始
め
て
彼
等
の
窮
乏
放
態
は
克
服
さ
れ
た
。

か
く
し
て
同
時
に
農
業
賃
銀
労
働
者
と
、
農
民
と
白
経
済
欣
態
白
差
は
甚
だ
し
く
な

D
、
農
業
経
営
者
は
土
地
取
上
に
よ
る
経
営

摂
大
に
努
力
し
は
じ
め
、
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
は
、
そ
白
小
土
地
所
有
者
的
性
格
を
漸
次
奪
わ
れ
、
賃
銀
労
働
者
と
し
て
の
性
格
を
濃

と
と
に
小
農
民
は
賃
銀
努
働
者
と
し
て
固
定
せ
ら
れ
た
D
で
あ
ツ
た
。

厚
に
し
、

¥ 
¥ 

仰

と

れ

b
白
農
業
紹
皆
様
式
の
改
良
に
つ
い
て
は
、
ゴ
ル
ツ
「
ド
イ
ツ
農
業
奥
」
山
岡
亮
一
語

向

同

日

宅

MEa-
思
-
F
印・目。・

四
円
口
。
。
品

F
E
M
E
-
E
p
m
g
Mロ
伺
品
目
『
宮
崎
何
回

mnv品
目

白

骨

司

自

明

d
E
-
E間
骨
同
官
Z
E
E
Z
H
E
E
n
u
n
r
E

白
Z
F自
宅
白
色
何
回
国
2
N晶
E
g胃
ロ

F
E
g毛
布

E
仏
国
。
】

m
Z
E
m
・2
・

山
門
ゴ
ル
ツ
「
農
業
史
L

謹

一

七

七

頁

/

何
回
邑
宮
ユ
E
山
晶
EC4宅
は
言
っ
て
い
る
「
共
有
地
分
割
は
農
民
村
落
に
布
い
て
定
住
し
な
い
ロ
R
E
E肉
自
由
旬

E

あ
る
い
は
賃
借
料
を
持
っ
て

住
ん
で
い
る
野
働
者
に
立
入
を
轄
じ
、
牝
牛
自
γ

豚
中
鷲
鳥
山
師
育
を
奪
っ
た
。
以
前
に
は
慣
行
と
し
て
、
ぞ
れ
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
円
で
あ
っ
た

が
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
定
住
し
な
い
勢
働
者
百
岳

m
E
m
E
m
E。
〉
吾

2
2
の
欺
態
の
艶
化
が
今
日
(
一
八
四
九
年
}
の
農
村
騒
擾
自
主

要
原
因
で
あ
る
。
被
害
の
中
で
は
問
『
共
有
地
分
割
に
よ

p
農
民
は
貴
族
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
乞
食
に
な
っ
た
』
と
い
う
文
句
古
田
肖
rV44。
丘
が

あ
っ
た
」
同
盟

E
v
e
E
J
出
品
・
同
・
∞

-uo-。.

向

F
E
M
E
-
m・
ド
宮

的
〉
目
白

4
8
5
5
a
v
E耳
目
、
巴

S
E
n
y
o
Z
Z宮
崎
持
者
R
F
F
R
H
E
T
H
E
m
邑・

5
n・
7
Z
R
r
E
-
m・
凶
手
1
2・

向
〉
ロ
岡
弘
司

E
】一Mm司
dEB
図
書
F
E印
目
、
巴
命
日
抑
且

HR}民

4
2
E
m
m回目肉

E
件何回

Z
M
E
F
E
】F
6
4
5
N
E
島

R
句

REhω5nvg
冨
C
E
R
V
F
r

〉
σZHO]
耳
目
四
回
団
副
匂
印
・
回
。
。
・

=
四
一
一
一
頁
以
下
を
参
照
じ

〈

R
V巴
E
Z
E

山
門
グ
I
ツ
へ
ル
に
劃
し
て
は
政
府
よ
り
「
復
興
」
列
丘
町
w
E
Z
Z
E
S
"
と
稀
す
る
尉
政
的
補
助
が
奥
え

5
れ
た
。
群

L
〈
は
林
健
太
郎
氏
「
プ
ロ
シ
ア

農
業
捷
草
と
Z

ン
カ

l
紹
管
旧
愛
展
」
(
祉
官
構
成
史
韓
系
宍
巻
)
九
-
頁
九
五
頁
参
照
。

プ
ロ
シ
ャ
農
業
艶
輩
に
つ
い
て
の
一
考
察

第
六
十
九
巻

せ二

四

時
一
一
一
・
四
器

..， 
五



プ
ロ
シ
ャ
農
業
棚
田
草
忙
つ
い
て
り
一
考
察

第
六
十
九
巻

七
五

事
=
了
四
競

七
六

(10) 

共
有
地
分
割
に
伴
う
階
扱
分
化
の
議
行
に
ワ
い
て
は
同
E
弔
-
F
E・出品・同
-
m
・
臼
宮
以
下
参
照
。

IV 

賃

銀

附

労

働

者

の

諸

形

怒

一
九
世
紀
初
頭
、
改
革
前
の
プ
ロ
イ
ロ
ン
に
於
て
は
、
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ

ー
ヂ
ル
同
庄
町
同
日
ロ
ス
ロ
イ
テ
円
E
-
2
5
ホ
イ
ス
一
フ
1

出血
5
7
w
H

等
、
小
農
民
が
多
敷
存
在
し
た
。
彼
等
は
土
地
保
有
者
で
は

す
で
に
ー
に
白
べ
た
よ
う
、
に
、

H
E
Fロ
町
ア
イ
ン
リ

あ
っ
た
が
、
そ
白
土
地
が
小
な
る
た
め
応
、
そ
れ
だ
け
で
は
自
己
の
生
計
を
維
持
し
得
守
、
叉
共
同
閥
的
諸
権
利
も
不
完
全
で
あ
っ

た
た
め
に
、
グ
I
ツ
経
営
の
中
で
賃
労
働
を
符
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
と
ろ
で
「
調
整
」
は
、
こ
れ
ら
の
小
農
民
を
所
有
権
附

奥
か
ら
除
外
し
、
賃
銀
労
働
膚
と
し
て
固
定
す
る
と
と
も
に
、
ラ
ツ
シ

1
テ
ン
農
民
D
中
か
ら
も
手
耕
役
農
民
配
分
離
さ
せ
、
彼
等

を
も
賃
銀
労
働
者
た
ら
し
め
た
。
か
〈
て
調
整
に
よ
り
て
増
加
さ
れ
た
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
を
中
心
と
す
る
農
業
労
働
者
群
は
、
前
陀

見
た
如
〈
、
分
割
を
通
じ
て
そ
の
小
経
営
者
的
性
格
在
失
い
、
賃
銀
労
働
者
と
し
て
固
定
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
む
賃
銀
労
働
者
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
集
圏
が
含
ま
れ
、
そ
の
う
け
と
る
賃
銀
白
生
計
中
に
占
め
る
割
合
忙
止
っ
て
、

種
々
の
段
階
が
あ
っ
た
。
以
下
そ
れ
ら
の
各
集
閣
の
形
態
を
考
捺
す
る
。

ω
契
約
に
よ
っ
て
固
定
せ
ら
れ
た
賃
銀
労
働
者
。
「
解
放
」
以
後
の
農
業
労
働
者
。
中
で
最
も
多
敷
を
占
め
て
い
た
白
は
、
ィ

Y

ス
ト
ロ
イ
テ

H
E
E
F
F
E
H
S
E
P
I
-
-あ
る
い
は
図
。
宮
向
。

z
g
F
H出
o
E
Z
E
F
P
2
0
5員
宮
司
正
主
ば
れ
る
ー
ー
で
あ

っ
た
。
叉
と
れ
ら
は
通
例
農
場
日
傭
人
の
旦
見
開
問
。
-
D
『ロ
2
と
い
わ
れ
て
い
る
。

彼
等
は
そ
の
傭
主
と
D
聞
に
、
長
期
の
〔
一
年
ゐ
る
い
は
半
年
巴
解
約
告
知
権
白
あ
る
契
約
を
む
す
ん
だ
。

一
般
に
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
は
そ
の
住
居
の
外
に
、
三
一

t
九
モ
ル
日
ゲ
ン
の
穀
畑
、
野
菜
・
馬
鈴
薯
栽
培
白
震
の
一

t
一
・
五
モ
ル
ヂ
シ

こ
の
契
約
に
上
れ
ば



の
畑
地
と
多
少
白
家
斎
と
佐
奥
え
ら
れ
た
。
又
一
定
D
現
物
給
付
に
封
し
て
打
穀
す
る
権
利
含
有
し
て
い
た
。

と
れ
に
謝
し
て
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
は
日
々
、

一
定
D
自
己
長
よ
び
家
放
の
勢
働
力
を
提
供
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
。
そ
れ
以
上
に

グ
!
?
ヘ
ル
が
要
求
す
る
場
合
に
は
、

そ
れ
に
腹
心
て
日
賃
銀
を
取
っ
た
。
か
か
る
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
の
制
度
は
、
グ
ー
ケ
ヘ
ル
に

曹
と
っ
て
も
事
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
に
と
っ
て
も
、
合
目
的
的
左
制
度
で
あ
っ
て
、
両
者
を
相
互
忙
密
接
に
索
引
せ
し
め
る
閥
係
を
意
味

し
た
の
ゴ
ル
ツ
は
、
己
の
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
と
グ

1
ツ
へ
ル
の
契
約
関
係
は
、
古
uv
グ
1
ツ
へ
ん
日
農
民
的
関
係
白
モ
ヂ
イ
フ
イ
ケ

イ
む
ヨ
ン
ム
」
考
え
ら
れ
る
と
の
べ
て
い
る
。
従
う
て
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
は
、
解
約
告
知
機
関
宮
島
四
倍
認
を
有
す
る
と
は
い
え
、
現

貨
に
は
グ
1
ツ
ヘ
ル
が
強
制
力
を
持
ち
、
解
約
皆
知
は
殆

E
行
b
れ
宏
か
っ
た
。
か
く
て
イ
Y

ス
ト
ロ
イ
テ
は
グ
1
ツ
経
営
の
中
に

契
約
的
に
束
縛
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
は
、
自
己
白
小
経
営
地
を
グ

1
ツ
ヘ
ル
よ
り
興
え
ら
れ
〔
と

白
場
合
イ
Y

ス
ト
ロ
イ
テ
は
地
代
を
支
掛
う
が
〕
、
小
経
営
者
と
し
て
、
土
地
所
有
か
ら
完
全
忙
分
離
さ
れ
た
純
粋
た
賃
銀
労
働
者
と

異

b
、
穀
物
そ
り
他
。
農
産
物
債
格
の
高
騰
を
歓
迎
す
る
貼
に
沿
い
て
〔
貨
幣
労
賃
を
支
梯
わ
れ
る
と
と
ろ
む
農
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

に
と
ワ
て
は
、
農
産
物
の
低
債
格
が
好
ま
し
い
り
で
あ
る
が
〕
、
叉
大
規
模
白
農
具
を
グ
l
ツ
へ
ル
が
貸
奥
し
、
連
加
己
目
民

r
p閣
の
-

や
大
鎌
田

05
を
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
が
所
持
す
る
と
い
ラ
よ
う
な
労
働
手
段
の
共
同
所
持
の
賄
に
於
て
、
グ

1
ツ
ヘ
ル
と
イ
シ
ス
ト

ロ
イ
テ
の
聞
に
は
経
棒
的
利
害
の
共
通
性
存
。

E
自
一
宮
『
o
P
R目
目
白
常
国
巴
E
n
tち
が

存

L
h
o

一
方
に
於
て
小
農
業
経
営
者
・
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
他
方
に
於
て

自
己
の
労
働
力
を
部
分
的
に
商
品
化
す
る
賃
銀
労
働
者
と
し
て
の
性
格
を
同
時
に
も
っ
と
己
ろ
白
特
殊
友
農
業
第
働
者
と
し
て
、

か
く
し
て
契
約
的
に
束
縛
せ
ら
れ
た
イ
ジ
ス
ト
ロ
イ
テ
は
、

ン
カ

1
経
営
の
労
働
力
の
中
援
を
形
成
し
た
の
で
あ
ヲ
た
。

契
約
闘
係
友
き
賃
銀
労
働
者

包)

プ
ロ

ν
ャ
農
韓
慶
草
に
つ
い
て
由
一
考
察

第
六
十
丸
巻

七
六

鉱
炉
三
・
四
腕

士
七



プ
ロ
シ
ャ
農
業
漣
草
に
A
Y
H

て
U

一
考
築

第
六
十
九
轡

一
七
七

第
三
・
四
貌

七
ハ、

こ
れ
ら
O
農
業
労
働
者
は
、

e
，λ
抵
は
村
落
内
の
農
民
白
と
こ
う
に
間
借
り
し
て
生
活
し
て
い
る
。
彼
等
は
、
何
等
D
契
約
閥
係
も
持
た
な
い
が
、
あ
る
い
は
き
は

め
て
緩
い
契
約
閣
係
に
置
か
れ

τ
い
る
に
す
ぎ
な
い

G

彼
等
は
、
確
定
的
な
努
働
場
所
b

に
も
た
守
、
そ
の
欲
す
る
と
こ
ろ
で
、
貨
幣

賃
銀
あ
る
い
は
現
物
給
付
に
劃
し
て
労
働
力
を
提
供
す
る
。
そ
の
住
居
・
土
地
に
謝
し
て
は
賃
借
料
を
支
梯
ヨ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
そ
白
他
に
又
一
定
。
回
数
。
間
牧
穫
あ
る
い
は
打
穀
の
賦
役
を
行
b
ね
ば
な
ら
な
い
。

ア
イ
ジ
リ
1
ガ
何
日
出
口

3
2
ロ
ス
ロ
イ
テ

H
L
S
F
百
件
。
ロ
ス
ヂ
Y
ガ

l
H
b
ω
四
位
弔
問
等
と
占
ば
れ
、

と
れ
ら
の
ア
イ
ン
り

1
ガ
1
・
ロ
ス
ロ
イ
テ
の
特
徴
は
、
何
等
契
約
閥
係
を
持
た
赴
い
で
、
自
由
に
自
己
の
労
働
力
L
L
時
間
を
産

分
し
得
る
賠
に
あ
る
が
、
彼
等
の
生
活
は
極
め
て
不
安
定
で
あ

b
、
各
期
に
仕
し
ば
し
ば
仕
事
を
犬
。
て
飢
餓
欣
態
に
陥
る
と
と
が

あ
っ
た
。
と

D

Z
う
な
賃
銀
労
働
者
暦
は
、
営
時
D
農
業
労
働
者
白
中
で
最
下
居
の
集
圏
で
あ
っ
て
彼
等
は

E
し
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
で
あ
っ
た
。

(3) 

零
細
土
地
所
有
労
働
者

と
れ
ら
は
ホ
イ
ス
ラ

l
出

E
ω
-
2
7
イ
ヂ
Y

ケ
ト
ナ
1

開
同
問
。
己

Z
E
E
と
よ
ば
れ
小
規
模
な
土
地
在
所
有
し
て
い
る
が
、
と
白

土
地
か
ら
の
牧
益
白
み
で
生
活
し
得
な
い
震
に
、
賃
銀
労
働
社
行
う
と
と
ろ
の
農
業
労
働
者
で
あ
る
。
彼
等
は
小
規
模
に
し
て
も
土

地
を
所
有
し
て
い
る
鮪
に
於
て
、
濁
立
の
農
業
企
業
者
に
近
い
地
位
を
有
し
て
い
る
。
「
解
放
」
前
に
は
、
事
責
彼
ら
は
農
鳥
居
に

属
し
て
い
た
し
、
し
ば
し
ば
本
来
白
農
民
地
所
有
者
白
息
子
で
あ
っ
た
。
「
解
放
」
以
後
に
は
、
人
格
的
に
も
物
的
に
も
、
自
由
な

土
地
所
有
者
と
注
う
た
け
れ
ど
も
、
調
整
か
ら
除
外
さ
れ
、
叉
グ

1
ツ
ヘ
ル
に
吸
収
さ
れ
た
り
し
た
魚
に
、
そ
白
土
地
は
小
と
な
り
、

そ
の
結
果
自
己
白
土
地
を
経
営
す
る
と
共
に
、
他
人
に
雇
傭
♂
れ
で
賃
銀
労
働
を
行
う
事
を
像
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
う
た
。
従
ヲ

て
彼
等
は
、
濁
立
し
た
農
民
と
、

イ
ン
ス
下
ロ
イ
テ
等
白
日
傭
人
3

ど
の
中
間
的
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
彼
等
は
固
定
じ
た
住
居



ル
」
故
郷
を
も
ち
安
定
性
伊
一
得
て
い
た
。
人
凶
情
的
に
は
日
傭
人
よ
り
も
は
る
か
に
自
由
で
あ
り
ブ
若
し
そ
の
所
有
す
る
土
地
が
大
き
く

そ
の
経
営
者
が
有
併
な
場
合
に
は
、
そ
白
経
済
赦
態
も
良
好
で
あ
っ
た
。

亡
れ
ら
の
一
三
つ

D
農
業
労
働
者
の
集
闘
白
他
に
、
ゲ
ジ
ン
デ

と
よ
ば
れ
る
労
働
者
が
あ
う
た
。
こ
れ
ら
は
傭
主
の
住

居
あ
る
い
は
農
場
に
住
込
み
種
々
友
僕
輔
仲
間
労
働
を
行
ヲ
て
賃
銀
を
得
て
い
た
が
、
彼
等
は
固
定
し
た
農
業
第
働
者
の
集
圏
を
構
成

c
o
E
ロ《

HAω

そ
の
紋
品
目
愛
化
に
よ
っ
て
三
集
圏
の
ど
れ
か
に
踊
っ
て
符
〈
と
と
ろ
の
過
渡
的
危
存
在
で
あ

り
一
、
農
業
労
働
者
自
固
定
し
た
麿
と
し
て
は
位
置
づ
は
ら
れ
な
い
も
白
で
あ
る
。

せ
A
Y
右
の
一
二
つ
の
集
闘
か
ら
出
、

「
解
肱
」
以
後
、
ユ
ン
カ
l
粧
品
百
の
某
礎
と
な
っ
た
と
と
ろ
の
賃
銀
労
働
者
の
中
稜
は
イ
シ
ス
ト
戸
イ
テ

で
あ
っ
た
。
彼
等
は
本
来
、
手
耕
役
を
行
。
た
小
農
民
で
あ
う
た
が
、
調
整
よ
り
除
外
さ
れ
、
グ

1
ツ
ヘ
ル
忙
よ
っ
て
土
地
を
全
面

的
に
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
夫
い
、
そ
の
調
立
性
を
奪
b
れ
、
再
び
グ

1
ツ
ヘ
ル
に
よ
ワ
て
土
地
そ
配
分
さ
れ
て
そ
こ
に
契
約
的
に

以
上
の
べ
た
と
去
り
、

束
縛
さ
れ
、
ユ
ン
カ
1
経
営
の
労
働
力
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
ト
方
に
は
、
調
整
に
よ
っ
て
自
立
し
、

富
良
化
し
て
行
く
農
民
と
、
下
方
に
は
、
ロ
ス
ロ
イ
テ
・
ア
イ
ン
リ
1
ガ
I
等
の
農
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
T
を
も
ち
、
そ
れ
ら
白
中
間
的

な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
℃
す
で
に
白
べ
た
通
り
イ
ン
ス
ト
ロ
イ
テ
は
、
自
己
の
労
働
力
在
一
部
分
は
商
品
化
し
な
が
ら
、
同
時
に

小
規
模
な
自
己
経
営
を
行
う
と
い
う
特
殊
的
危
性
格
そ
有
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
と
の
止
う
た
不
安
定
な
欣
態
は
、
農
業
経
営
の
資

本
主
義
化
が
進
む
に
従
い
破
ら
札
、
彼
等
は
努
働
力
の
販
一
見
の
み
に
よ
う
て
生
き
て
行
く
と
と
ろ
の
プ
ロ
レ
グ
り
ア

l
ト
に
梓
落
す

る
運
命
を
も
っ
て
い
る
。

本
稿
に
辛
い
亡
は
、
主
と
し
て
}
八

O
七
年
以
後
司

一
八
二
一
年
ま
で
白
、

「
解
放
」
立
法
右
中
心
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
た

プ
ロ
シ
ャ
農
轟
揮
草
に
つ
い
て
。
一
考
察

第
六
十
九
巻

一
七
八

第
一
ニ
・
四
貌

t 
ブL



八

O

め
、
四

0
年
代
末
よ
り
始
る
と
推
定
さ
れ
る
イ

y
z
l
ロ
イ
テ
白
資
質
油
程
、
さ
ら
に
一
八
四
八
年
D

コ
一
一
月
革
命
」
と
そ
D
貧
し

プ
ロ
シ
ャ
農
業
棚
田
草
に
つ
い
て
四
一
考
察

第
六
十
九
巻

七
ブL

第
一
ご
・
囚
鏡

き
所
得
と
し
て
白
一
八
五

O
年
白
農
業
諾
立
法
を
経
て
、

は
、
失
の
研
究
課
題
と
し
て
、
己
と
に
提
起
さ
れ
る
。

山
円
以
下
回
記
越
は
タ
ナ
ッ
プ
ゴ
ル
ツ
専
の
分
析
を
基
礎
に

L
1
い
る
。

仰
の
是
正
a・

m-
宰・

向
冨
日
垣
島
2
u
耳
E
E
H
P言
問
。
包
}
日

E
H
E
m
-
C自

i

お
よ
び

E
Z
m
E
7
2舟

W

〉
時
国
唱
。

EEF
国
間
苫
参
照
。

(
本
稿
は
昭
和
二
十
六
年
度
支
部
省
研
究
費
に
よ
る
共
同
研
究
白
一
部
と
し
て
香
か
れ
た
も
り
で
あ
る
J

東
エ
ル
ペ
に
展
開
さ
れ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
良
業
白
新
ら
し
い
護
展
。
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